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を
み
ま
す
と
、
最
後
の
解
説
の
と
こ
ろ
で
、
七
行
ほ
ど
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
く
ら
い
で
す
。

一
般
の
教
科
書
を
見
ま
す
と
、
山
川
出
版
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す

高
校
「
詳
説
日
本
史
（
新
版
）
』
の
中
に
、
わ
ず
か
一
行
「
解
放
令
」

反
対
一
摸
も
あ
っ
た
と
い
う
記
述
だ
け
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
部

落
問
題
全
体
の
記
述
が
少
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
記
述
が

な
い
こ
と
も
当
然
と
い
え
ま
す
が
。

数
年
前
か
ら
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
、
世
界
史
の
教
科
書
に
お
け
る

侵
略
の
記
述
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
や
中
国
や
あ
る
い
は
沖
縄

か
ら
、
ず
い
分
と
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
我
々

も
、
部
落
問
題
に
お
け
る
大
変
に
重
要
な
事
件
に
つ
い
て
、
解
放
運

動
の
側
か
ら
物
申
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、

現
在
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
点
、
研
究
者
の
弱
さ

か
ら
、
教
科
書
の
検
定
制
度
に
対
し
て
こ
う
い
う
方
面
か
ら
の
追
求

が
鈍
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
史
料
を
見
て
下
さ
い
。

（
史
料
２
）
岡
映
「
美
作
血
税
一
摸
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
（
美
作
部

落
問
題
研
究
会
『
美
作
血
税
一
摸
」
上
、
一
九
七
三
年
講
演
速
記
）

一
摸
と
し
ま
し
て
も
こ
の
事
件
は
非
常
に
大
き
な
事
件
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
当
時
の
北
条
県
庁
か
ら
は
、
関
係
部
落
が
炎
々
と

燃
え
あ
が
る
の
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
を
、
県
庁
の
役
人
が
、
新

政
府
へ
の
注
進
状
に
書
い
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
見
ま
し
て
も
、

ひ
ど
い
状
態
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
○
○
年
前
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
今
と
ち
が
い
、
今
な
ら
テ
レ
ビ
な
ん
か
に
よ
り
ま
し

て
、
当
時
の
模
様
を
再
現
し
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
今
で
は
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
む
し
ろ
、
で
き
な
い
こ

と
が
幸
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
幸
で
あ
っ
た
と
…
…
。

（
中
略
）

さ
て
こ
の
一
摸
が
美
作
へ
、
美
作
部
落
住
民
に
何
の
影
響
も
な
か

っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
う
そ
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
し
か

し
、
農
民
た
ち
の
や
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ほ
ど
恨
み
に
残
す
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
記
録
が
な
い
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
私
は
す
ば
ら
し
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

先
程
、
史
料
１
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
曰
を
「
恨
み
の
日
」
と
し

て
明
確
に
記
述
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
一
一
一
年
に
は
一

八
○
度
転
換
さ
せ
て
、
も
う
こ
ん
な
事
態
は
一
切
記
憶
に
ご
ざ
い
ま

せ
ん
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
の
記
述
に
墨
を
ぬ
っ
て
い
ろ
と
い
う
転

話
し
は
前
後
し
ま
す
が
、
こ
う
し
た
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
評

価
は
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
史
の
と

こ
ろ
に
入
っ
て
い
き
ま
す
が
、
一
九
五
三
年
、
岡
映
「
血
ぬ
ら
れ
た
部

落
史
Ｉ
美
作
地
方
所
謂
「
エ
タ
征
伐
』
｜
摸
覚
書
」
（
『
部
落
」
第
四

二
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
研
究
史

麹

り
‐
‐
Ｉ
‐
卜
叱
・
・
・
・
己
Ｉ
０
ｏ
６
ｑ
０
Ｄ
０
ｂ
０
Ｉ
１
Ｊ
０
ｑ
ｈ
Ｄ
佇
旧
０
町
■
ロ
ケ
ル
ワ
９
Ｆ
〆
、
●
公
Ｄ
Ｌ
０
・
し
。
‐
０
０
棹
ｂ
ｃ
Ｑ
ゾ
〃
配
し
ｈ
Ｐ
川
旧
・
●
４
．
戸
Ｉ
Ｌ
ｌ
ｎ
Ｉ
ｐ
０
庵
Ｆ
Ｂ
二
段
●
ヤ
ヴ
ｂ
戸
Ｊ
■
Ⅳ
■
■
６
．
．
苗
Ｃ
切
曰
ウ
ョ
ィ
ど
ロ
い
け
Ｊ
Ｉ
Ｌ
し
し
け
Ｐ
サ
ム
リ
ヴ
Ⅱ
Ｐ
Ｌ
Ｆ
グ
ー
・
廿
必
■
し
ワ
ヴ
ロ
ゴ
■
Ｓ
ｒ
Ｌ
ｂ
Ｇ
■
■
Ｓ
仔
倣
氏
ｒ
が
？
Ｆ
Ｐ
０
９
－
ｆ
Ｉ
Ｔ
ｑ
膀
仁
Ｐ
Ｌ
Ｏ
し
０
０
グ
ガ
と
■
Ｆ
Ｐ
ｈ
１
伽
Ｐ
４
▼
６
，
ワ
ワ
。
，
。
；

換
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
現
在
も
、
原
田
伴
彦
先
生
の
『
被
差
別
部
落
の
歴
史
」

に
は
、
従
来
と
同
じ
よ
う
に
、
積
極
的
な
記
述
が
続
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
唯
一
の
例
外
で
は
な
い
か
と
思
う
で
す
。

五
号
）
が
出
さ
れ
て
以
降
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に
対
し
て
非
常

に
熱
心
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
史
料
１
）
岡
映
「
血
ぬ
ら
れ
た
部
落
史
」
（
前
出
、
一
九
五
三
年
）

勝
田
郡
の
津
川
原
部
落
の
如
き
は
、
「
即
死
男
二
人
、
女
七
人
、

負
傷
一
○
人
、
家
屋
の
焼
亡
百
二
戸
に
及
く
り
」
と
記
録
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

現
在
も
な
お
、
美
作
地
方
の
未
解
放
部
落
民
衆
に
、
「
恨
み
の
曰
」

と
し
て
記
憶
に
留
め
さ
し
て
い
ろ
「
エ
タ
征
伐
」
談
は
…
…

こ
れ
に
続
い
て
、
原
田
伴
彦
先
生
が
、
同
四
七
号
で
、
「
解
放
令

に
伴
う
播
州
農
民
一
摸
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
さ
ら
に
反
映
し
ま
し
て
、
戦
後
初
め
て
出
さ
れ

た
通
史
で
あ
る
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
（
旧
版
）
』
二
九
五

四
年
、
藤
谷
俊
雄
）
の
中
に
も
、
近
代
の
項
に
、
「
解
放
令
」
反
対
一

摸
の
生
々
し
い
襲
撃
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
一
九
六
五

年
に
『
（
新
版
）
」
が
出
さ
れ
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
が
豊
か
に

記
述
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
’
九
七
○
年
頃
か
ら
、
全
体
に
お
か
し
く
な
り
ま
し

て
、
特
に
、
馬
原
鉄
男
さ
ん
の
「
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
』

（
一
九
七
一
年
）
が
出
る
前
後
か
ら
、
様
相
が
か
な
り
一
変
す
る
よ
う

な
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
因
が
、
馬
原
さ
ん
の
論
文
に
あ

る
か
ど
う
か
は
別
に
し
ま
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
「
解
放
令
」
反
対

一
摸
に
対
す
る
大
き
な
転
換
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
が
、
ど
の
よ

い
ま
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
、
様
々
な
意

義
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
一
つ
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
部
落
史
上

最
大
の
差
別
事
件
の
一
つ
を
、
正
当
に
、
歴
史
的
に
発
掘
し
て
評
価

す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
身
が
、
ま
ず
第
一
の
意
義
だ
と
思
う
ん

で
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
を
部
落
史
の
概
説
的
通
史
の
中
に
位
置
づ
け

る
こ
と
も
、
重
要
な
事
件
で
す
の
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
最
後
に
、
現
在
の
運
動
と
の
関
係
で
み
た
場
合
、
ね
た
み
差

別
な
ど
と
の
関
係
が
強
い
か
と
も
思
う
ん
で
す
が
、
現
在
、
大
変
悪

質
な
差
別
煽
動
と
い
い
ま
す
か
、
差
別
事
件
が
激
発
し
て
い
ま
す
。

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
と
い
い
ま
す
と
、
何
故
、
部
落
解
放
反
対
な

い
し
、
部
落
襲
撃
が
行
な
わ
れ
た
か
と
い
う
点
、
襲
撃
す
る
側
、
差

別
す
る
側
の
状
況
も
や
は
り
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
う
い
う

研
究
だ
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
も
そ
れ
が
、
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た

事
件
で
す
。
そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
解
放
運
動
に
向
け

ら
れ
て
い
る
一
般
社
会
の
中
に
あ
る
根
強
い
差
別
の
問
題
に
光
を
あ

三
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
研
究
の
今
曰
的
意
義

Ｌ 
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そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
状
況
が
出

現
し
た
の
か
と
い
う
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
ん
で

す
が
、
こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
、
馬
原
鉄
男
氏

の
「
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
の
中
に
そ
の
概
観
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
（
史
料
３
）
。

こ
の
中
に
は
大
変
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
六
番
目
の
美
作
の
六
年

五
月
二
六
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
の
こ
の
事
件
は
、
部
落
の
被
害
で

は
、
五
一
戸
破
壊
、
一
一
六
一
一
一
戸
焼
失
と
い
う
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
に
は
先
程
史
料
１
で
見
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
合
計
二
九

名
の
殺
傷
が
の
ぞ
か
れ
て
い
ま
す
。
意
図
的
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
人
的
被
害
が
最
も
大
き
か
っ
た
美
作
の
一
摸
の
中
心
的
部

分
が
け
ず
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
解
放
令
」
反
対
農
民
騒
擾
年
表
の
三
番
目
に
、
四
年
の
一

二
月
に
播
磨
国
作
用
で
、
階
級
平
等
に
反
対
と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
事
実
無
根
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
青
木
虹
こ
さ
ん
の
「

明
治
農
民
騒
擾
年
表
」
の
誤
り
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
し
た
た
め

に
こ
う
な
っ
た
ん
で
す
。
馬
原
鉄
男
さ
ん
の
年
表
と
い
う
の
は
、
青

木
虹
こ
さ
ん
の
年
表
の
中
で
、
部
落
問
題
に
関
係
あ
る
も
の
だ
け
を

て
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

②
’
４
．
，
｜
土
佐
一
離
雛
・
吾
川
。
｜
高
知
県

③ 

（
史
料
３
）
「
解
放
令
」
反
対
農
民
騒
擾
年
表
（
馬
原
鉄
男
『
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
』
よ
り
）

５
．
１
ト
腿
備
中

④
 

英
賀

⑥
’
６
い
ぃ
》
Ⅷ

⑤
 
５
．
１
．
別
備
前
津
高

①
’
４
．
Ⅱ
ト
川
｜
播
磨
一
神
東
・
神
西
外
一
挑
鍋
鳥
一
炉
彫
螂
倣
仮
渕
労
辨
頗
峨
読
鰐
鈩

⑧ 
￣ 

６ 

⑧
’
６
小
Ｗ
》
犯
一
備
後
一
御
調
・
豊
田
一
広
島
県
一
軒
善
、
部
落
民
の
作
物
枯
損
へ
の
復
讐
一
新
民
傲

⑦ 

⑪
’
６
．
８
旧
叫
祷

⑩
’
６
．
７
・
閉
一
備
後
一
（
加
干

四
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
全
体
像

鼬

４
．
，
 

Ｕ
・
６
．
加
一
筑
前
一
嘉
昧
・
穗
皮
外
一
層
司
具
一
米
価
暴
騰
、
部

月
日
一
厘
名
一
郡

名
一
所
堂
已
’
原
刃

摩
磨

五
一
戸
破
壊
、
’
’
六
一
一
一
一
一
万
六
千
人

美
作
東
北
条
外

岡
山
県

徴
兵
令
反
対
、
学
制
反
対
、
エ
タ
解
放
反
対

暴
動

戸
焼
失

月
肢

（
用
）

佐
田

深津県一珀畑縛鵬肚航稜多隔意」

平
福
領
一
階
級
平
等
に
反
対

岡
山
県
一
右
の
波
及
、
エ
タ
解
放
反
対

罷
都
符
一
職
梹
令
房

皀
局
巨
不
一
〒
Ｔ
空
ロ
｜
廷
初
回
広
燭
〃
鱈

二
『
目
下
一
一
峠
執
写
広
既
叩
膜

瀧
達
枇
鯨
欣
耐
お
所
臥
鞭
鰊
板
酬
か
い
タ
解
放
反

買
串
壺
凄
壷

ぬ
き
だ
し
た
だ
け
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
全
体
を
こ
う
い
う
表
の
か

た
ち
で
見
れ
た
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
成
果
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
私
が
、
新
し
く
作
っ
て
見
ま
し
た
。
表
１
な
ん
で
す

が
、
合
計
十
八
件
、
私
が
見
た
だ
け
で
出
て
く
る
ん
で
す
。
お
そ
ら

く
も
っ
と
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
す
こ
し
形
式
も
変
え
て
年
表
を
作
っ
て
み
た
ん
で
す

が
、
次
に
、
少
し
中
味
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑩
に
つ
い
て
、

ま
ず
一
番
目
、
四
年
の
十
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
、
「

解
放
令
」
が
出
て
直
後
な
ん
で
す
が
、
姫
路
、
現
在
の
兵
庫
県
な
ん

で
す
が
、
姫
路
一
帯
で
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

概
要
は
、
「
解
放
令
」
等
に
反
対
し
て
神
東
郡
辻
川
村
に
発
し
た
一

摸
が
、
市
川
筋
を
南
北
二
手
に
分
れ
て
進
み
、
南
は
姫
路
県
庁
手
前

で
阻
止
さ
れ
、
北
は
生
野
県
庁
ま
で
侵
入
し
、
要
求
｛
せ
の
ま
せ
る
と

い
う
も
の
で
す
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
一
摸
で
は
、
部
落
の
直
接
の
被
害

は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
が
、
生
野
県
庁
に
「
解
放
令
」
反
対
を
含

め
た
要
求
一
七
の
ま
せ
て
い
る
の
で
す
。
｜
時
的
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
は
大
変
な
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
確
か
に
部
落
に
被
害
は
あ

五
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
具
体
像

単
Ｌ
」
自

打
ち
こ
わ
し
一
未
遂

騒
動

暴
動

暴
動

一
一
一
○
余
戸
中
、
一
一
四
戸

焼
失 三
人
即
死

部
」
塔
の
被
圭
巨
一
一
麥
帯
山
人
昌

○
戸
破
曉

数
千
人

千
余
人

○
○
 

W鞠
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表
１
明
治
初
年
の
部
落
解
放
反
対
騒
擾
年
表

(１） (７） (６） 

４
．
，
．
週

(４） (３） 

②
’
４
．
，
．
加
一
広
島

ａ
’
５
．
泥
．
兜
一
宮
埼
一
美
々
崖

５
．
，
．
１
 

１
６
．
１
．
、

年
明
月
怡
日
一
噸
県
触
一
廼
県
銭

４ 
● 

１０ 

1. 
1613 

５ 
● 

1 

1. 
1914 

道
後
温
泉
に
元
稔
多
の
人
々
が
入
浴
し
た
た
め
に
、
道
後
町

４
．
ｕ
・
Ｉ

愛
媛
松
山

温
泉

一
町

中
で
打
ち
払
い
、
元
藏
多
の
人
々
約
一
○
○
人
が
抗
議
。

５ 
● 

１ 

１． 
２０１８ 

４ 
● 

１０ 

／・
2520 

『
】
●

【
】
●

『
】
●

『
】
●

ＫＪ 

● 

92(１ 

ｊ
●
【
厄 兵庫簸馴》粧璃》》一読》》

鳥
取

大
分

高
知

岡
山

岡
山

岡
山

郡’昼

暖
一
石
鉄

広
島

一
沼
田

大
分

吾
川
・
高
岡
・

高
知

土
佐

一真島
真
島

深
津

岡
山

幻

豊
田
。
｜
一
重

多
度
・
那
前

鵜
足
・
阿
寒

海
部
・
大
分
・

大
野
・
直
入

津
高

上
房
・
阿
賀

１ｺ」墓

.’等三E麻
・・ヨミ脇F閑ヨミ四

篝鱸毫
真吉北米北条西
島野条南・東北

徴し加入火西
兵、jをずを・々
反拒強図破条
対否制る壊郡
一ししがしに

」－－－邑一へワ。

郡エ
ーコ

|』

名時妾■。

一般の店に酒を呑みに来た一一人の一元革多の若者を広一不明
島
町
人
が
殺
害
。

「
解
放
令
」
等
に
反
対
し
て
神
東
郡
辻
川
村
に
発
し
た
一
摸

は
、
市
川
筋
を
南
北
二
手
に
分
れ
て
進
み
、
南
は
姫
路
県
庁

手
前
で
阻
止
さ
れ
、
北
は
生
野
県
庁
ま
で
侵
入
し
、
要
求
今
こ

の
ま
せ
る
。

大
分
郡
荘
内
に
発
し
た
一
侯
は
、
説
得
の
官
員
を
竹
槍
等
で

殺
害
し
つ
つ
県
庁
に
突
入
を
は
か
る
が
、
阻
止
さ
れ
て
市
中
一
一
万
八
○
○
○
屠
牛
に
関
与
し
た
三

各
地
を
打
ち
壊
し
、
の
ち
に
「
屠
牛
反
対
」
「
物
価
引
き
下
名
処
罰

（
元
穣
多
村
）
が
放
し

さ
れ
る

げ
」
等
の
要
求
を
提
出
し
、
鎮
圧
後
、
各
地
に
蜂
起
が
伝
播
。

「
解
放
令
」
に
反
対
し
、
部
落
の
人
々
へ
の
交
際
拒
否
、
不

売
運
動
の
さ
中
、
部
落
青
年
一
人
を
打
郷
。
県
は
「
解
放

令
」
を
撤
回
す
る
。

米
相
場
を
伝
え
る
煙
火
を
め
ぐ
っ
て
一
［

祇叱注鶴軸畝、砒醗離轆肌椛学鐸
焼
段
し
つ
つ
、
一
時
県
庁
を
占
拠
す
Ｚ

反
撃
で
鎮
静
化
、
要
求
は
「
年
貢
減
免

「
賎
業
拒
否
」
の
部
落
に
対
し
「
田
畑
当
作
拒
否
」
・
「
不

売
運
動
」
等
で
一
般
農
民
が
対
抗
し
、
元
稜
多
頭
等
を
呼
出

し
て
暴
行
・
殺
害
の
の
ち
近
村
に
波
及
し
、
鉄
砲
・
竹
槍
で

部
落
を
襲
撃
。

右
へ
の
暴
動
参
加
を
要
請
さ
れ
た
村
民
が
中
心
と
な
っ
て
、

鉄
砲
・
竹
槍
を
携
え
て
「
穣
多
征
伐
」
に
む
か
い
、
近
村
に

拡
大
す
る
。

青
年
調
査
・
「
解
放
令
」
等
に
反
対
し
、
番
人
宅
を
襲
撃
し

つ
つ
高
知
に
向
か
う
が
、
指
導
者
山
中
陣
馬
の
屠
腹
で
自
壊
。

一
解
放
令
」
以
降
、
不
満
を
感
じ
た
村
罠

暴
行
し
、
田
地
を
取
り
あ
げ
、
家
塁
を
玻
庫

野
罰

部
落
の
熊
（
塁
に
前

|慨

し
た
一
挨
は
、
戸
長
。
部
落
。
学
些

》銘弛肱紘舗飢旧十綱川蝉刊》
つ
暴
動
を
拡
大
、
部
落
か
ら
詫
状

諏
鮒
馴
猷
圃
搬
刈
罫
川
野
肝
榔
勵
》

層
牛
反

ソ

各
鉱
で
農
民
を
参
加
強
制
し

・
部
落
等
を
焼
段
し
て
丸
曇

で
鎮
圧
。
徴
兵
・
屠
牛
反
針

姜
求
書
を
是
出
せ
ず
。

海
柁
ね
」
等
〈

屠
牛
場
を
襲
鱒

Ｐ
巴
叱
ｂ
，
【
。
。
－
』
Ｃ
‐
▲
？
■
姑
０
●
叩
一
一
ｐ
５
Ｌ
Ｕ
少
●
い
■

処
の
農
妄
が
名
越
示

し
、
最
も
強
更
な
垂

氏
か
一
惠
民
偉
慢
一
一
一
一
○
○
ヶ

・
田
川
両
司

》
福
岡
全
眉

間
家
・
部
一
》

｜
官
員
の
江

滅
←
ア
ユ
に
土
へ
雷

乱
菱 要

五
’
六
○
○
○

名数
力
村

五
三
力
村
・
四

○
○
○
余
名

六
万
四
○
○
○

名
処
罰

副
一
日
台

一
○
○
○
余
名

一
八
○
○
名
一
木
明

（
）
（
）
（
）
←
 

参
加
人
員
一
部
落
の
直
接
的
被
害

刀七○○○｜誕蹴』
処
』
割

○
○
○
 

○
○
 

屠
牛
塲
暁
卯

暴
行
を
う
け
る

（
人
数
不
明
）

不
明ヨー九戸

蕩八力破
名村蟻
万Ｆ室Ｚ

二
村
詫
（
状
）

本
宅
一
一
一
一
一
戸
ほ
か
一
九

カ
所
破
壊
・
焼
失

一
名
負
傷

詫
状
二
五
’
六
戸
破
壊

四
名
負
傷
・
四
名
死
亡

二
名
死
亡

一
五
○
’
二
○
○
○

宛
設

一
名
負
傷

○
｜
Ｐ
破
壌

一
一
迫

蕊
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そ
れ
か
ら
四
番
目
、
愛
媛
の
温
泉
郡
な
ん
で
す
が
、
道
後
温
泉
に

元
稜
多
の
人
々
が
入
浴
し
た
た
め
に
、
道
後
町
中
で
打
ち
払
い
、
元

穣
多
の
人
々
約
一
○
○
人
が
抗
議
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。

凶
に
つ
い
て
、

放
令
」
を
撤
回
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
三
番
目
に
、
岡
山
県
の
北
部
に
あ
る
真
島
県
で
す
け

れ
ど
も
、
概
要
は
、
「
解
放
令
」
に
反
対
し
、
部
落
の
人
々
へ
の
交

際
拒
否
、
不
売
運
動
の
ざ
中
、
部
落
青
年
一
人
を
打
榔
、
県
は
「
解

③
に
つ
い
て
、

②
に
つ
い
て
、

次
に
一
一
番
目
に
、
広
島
県
で
す
が
、
｜
股
の
店
に
酒
を
呑
み
に
来

た
一
一
人
の
元
革
田
の
若
者
を
広
島
町
人
が
殺
害
す
る
と
い
う
内
容

で
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
り
ま
す
。

（
史
料
５
）
「
廿
日
市
町
史
」
資
料
編
Ⅲ

明
治
四
年
末
十
月
十
五
日
革
田
共
当
国
は
勿
論
大
日
本
国
之
平
人

同
様
之
儀
被
為
仰
附
、
郡
中
之
儀
は
佐
伯
郡
□
□
村
□
□
□
之
義

は
十
七
日
被
為
仰
付
一
統
難
有
、
釦
広
島
町
人
色
々
お
も
ひ
居

申
、
廿
曰
晩
方
塚
本
に
う
り
店
へ
□
□
革
田
若
者
弐
人
酒
ヲ
の
み

た
た
き

に
参
侯
処
、
待
受
居
候
て
担
殺
｛
中
侯

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
部
落
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
気
持
で
こ
の
一

摸
を
見
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
史
料
４
）
『
播
磨
国
皮
田
村
文
書
」
一
八
八
頁

（
到
）

去
ル
明
治
四
年
中
庶
民
は
一
之
御
布
生
垣
当
来
之
節
ハ
、
右
村
々
疑

念
ヲ
生
し
、
昼
夜
所
々
屯
集
い
た
し
、
安
黒
村
一
一
お
ゐ
て
は
役
筋

や
ぐ
ら

之
者
共
よ
り
食
事
を
相
運
、
高
櫓
ヲ
取
椿
へ
、
釣
鐘
二
て
竹
槍
用

意
杯
と
近
村
々
相
誘
合
、
其
節
ハ
当
御
県
迄
も
押
出
之
存
意
ニ
テ

は
ん
か
い

人
気
一
と
醸
成
し
、
折
節
家
々
村
方
を
播
潰
ス
杯
と
昼
夜
申
触
し
、

⑰
’
６
．
８
汕
怖
一
広
島
一
広
島

(18） 

（
典
拠
）
⑩
『
兵
庫
県
史
料
』
’
八
、
『
大
政
類
典
』
第
二
編
第
一
四
八
巻
、
『
播
磨
国
皮
田
村
文
書
』
、
②
『
廿
日
市
町
史
』
資
料
編
Ⅲ
、
⑧
「
勝
山
目

録
」
（
長
光
徳
和
編
『
備
前
・
備
中
・
美
作
百
姓
一
摸
史
料
』
第
五
巻
）
、
四
「
久
米
郡
小
屋
峠
村
御
用
日
記
」
（
高
市
光
男
編
著
『
愛
媛
部
落
史
資
料
』
）
、

⑤
『
皆
山
集
』
第
五
巻
、
『
維
新
農
民
蜂
起
證
』
、
⑥
『
岡
山
県
史
料
』
五
四
、
『
三
重
県
史
料
』
一
一
九
、
、
「
岡
山
県
暴
動
一
件
」
（
『
部
落
解
放
研
究
』

第
三
七
号
）
、
「
伝
聞
記
録
」
（
前
掲
「
備
前
・
備
中
・
美
作
百
姓
一
侯
史
料
』
第
五
巻
、
『
岡
山
県
史
稿
本
』
上
、
⑧
「
三
輪
田
日
記
」
（
前
掲
『
愛
媛
部

落
史
資
料
』
）
、
⑨
『
大
政
類
典
』
第
二
編
第
一
四
八
巻
、
土
屋
・
小
野
編
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』
、
川
『
大
分
県
史
料
』
’
七
、
石
田
文
四
郎
『
新
聞

記
録
集
成
明
治
大
事
件
史
』
、
⑪
『
岡
山
県
史
料
』
四
九
、
「
北
条
県
下
暴
動
記
」
（
『
津
山
温
知
会
誌
』
第
一
五
編
）
「
代
々
諸
記
録
」
「
初
屋
文
書
」
（

前
掲
『
備
前
・
備
中
・
美
作
百
姓
一
摸
史
料
』
第
五
巻
）
、
『
郷
土
の
文
化
資
料
』
第
五
集
、
「
三
保
村
史
資
料
集
」
、
⑫
『
太
政
類
典
』
第
一
五
○
巻
、
「

福
岡
県
党
民
秘
録
」
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
一
一
一
巻
）
、
「
明
治
癸
酉
筑
前
一
摸
党
民
竹
槍
史
談
」
（
『
部
落
解
放
史
ふ
く
お
か
』
第
三
号
）
、

原
口
頴
雄
『
解
放
令
』
と
堀
口
村
に
お
け
る
居
住
地
域
拡
張
の
闘
い
」
（
『
同
上
』
第
一
一
一
一
号
）
、
⑬
『
愛
媛
県
史
料
』
一
一
一
一
・
二
八
、
石
島
庸
男
「
一
四
譜
農

民
蜂
起
と
小
学
校
穀
焼
事
件
」
（
「
維
新
変
革
に
お
け
る
在
村
的
潮
流
』
）
、
ｕ
『
広
島
県
史
料
』
一
二
、
⑪
『
大
政
類
典
』
第
二
編
第
一
四
八
巻
、
⑱
『
広

島
県
史
料
』
一
二
、
⑰
同
上
、
伽
水
野
公
寿
『
西
南
戦
争
期
に
お
け
る
農
民
一
侯
』
、
藤
本
修
「
部
落
の
歴
史
」
（
稿
本
）
。

、
ト
卯
》
脳
一
熊
本
熊
本

幻

阿
蘇 上
・
恵
蘇

次
・
高
田

一媚繍願価鰍騨
１
１
 

｜錘褥鑓》》鰍
化
す
る
中
、
地
租
改
正
令
等
を
め
ぐ
る
戸
長

屠
牛
場
一
カ
所
焼
失

八
九
○
○
名
処

を
発
し
、
次
第
に
地
主
・
高
利
貸
等
に
対
す

皮
革
所
一
カ
所
焼
穀

分
へ
発
展
し
、
そ
の
中
で
皮
革
所
等
を
襲
う
。

一
部
落
に
発
砲

の
風
評
が
高
ま
る
中
、
盗
人
が
部
落
に
潜
伏
不
明

を
は
じ
め
、
近
村
一
帯
に
拡
大
。

、
に
つ
い
て
、

そ
れ
か
ら
右
の
波
及
と
し
て
、
次
に
、
津
高
郡
一
帯
で
、
広
範
な

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
が
巻
き
起
っ
て
い
ま
す
。
部
落
を
あ
ち
ら
こ

ち
ら
ま
わ
っ
て
詫
状
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
か
な
わ
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
部
落
の
側
が
逃
げ
た
た
め
に
、
あ
ま
り
被
害
が
起
こ
つ

⑥
に
つ
い
て
、

次
に
大
き
な
一
渓
と
し
て
は
、
岡
山
の
深
淳
県
で
す
が
、
「
賎
業

拒
否
」
を
し
た
部
落
に
対
し
「
田
畑
当
作
拒
否
」
・
「
不
売
運
動
」

等
で
一
般
農
民
が
対
抗
し
、
元
穣
多
頭
等
を
呼
出
し
て
暴
行
・
殺
害

の
の
ち
近
村
に
波
及
し
、
鉄
砲
・
竹
槍
で
部
落
を
襲
撃
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
詫
状
を
と
っ
て
お
り
ま
す
が
、
四
名
が
負
傷
し
、
四

名
が
死
亡
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
は
、
山
か
ら
出
て
く
る
被
差
別

部
落
の
人
々
を
う
し
ろ
か
ら
竹
槍
で
つ
き
殺
す
と
い
う
事
態
が
起
こ

っ
て
い
ま
す
。

⑤
に
つ
い
て
、

あ
ぶ
ら

そ
れ
か
ら
、
高
知
県
で
す
が
、
有
名
な
、
膏
と
り
一
摸
で
す
が
、

概
要
は
、
青
年
調
査
・
「
解
放
令
」
等
に
反
対
し
、
番
人
宅
を
襲
撃

し
つ
つ
高
知
に
向
か
う
の
で
す
が
、
指
導
者
山
中
陣
馬
の
切
腹
で
自

壊
、
と
い
う
も
の
で
す
。

村
内
一
統
恐
縮
居
申
所
、
当
市
川
筋
騒
気
早
速
御
取
押
へ
一
一
相
成

申
一
一
付
、
其
後
追
々
御
厳
重
之
御
取
糺
一
一
付
、
漸
ク
家
々
村
方
義

し
さ
わ

一
統
虎
口
を
相
逃
れ
候
。

（
宍
粟
郡
）

や
っ
と
こ
の
危
険
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
こ
の
一
筏
の

中
て
、
身
を
小
さ
く
し
て
、
震
え
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
態
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
幸
い
に
部
落
に
対
す
る
襲
撃
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
実
に
は
、
「
解
放
令
」
を
撤
回
さ
せ
て
い
る

と
い
う
事
態
が
重
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。

戒
．
〃
洲
Ｒ
い
ら
’
‐
〃
『
且
内
Ｐ
』
｜
Ｔ
Ⅲ
１
．
｜
Ｆ
’
５
■
：
‐
・
ト
｜
Ⅱ
’
一
・
ｊ
〃
し
‐
ｈ
峠
・
◇
す
ｒ
了
←
，
Ⅱ
‐
－
‐
Ｈ
Ｐ

編
Ⅲ
、
⑧
「
勝
山
目

媛
部
落
史
資
料
』
）
、

（
『
部
落
解
放
研
究
』

筐
（
前
掲
『
愛
媛
部

石
田
文
四
郎
『
新
聞

ご
「
初
屋
文
書
」
（

逵
第
一
五
○
巻
、
「

一
○
戸
焼
段

己
ら
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⑧
に
つ
い
て
、

そ
れ
か
ら
、
愛
媛
で
、
「
解
放
令
」
以
降
、
不
満
を
感
じ
た
村
民

が
部
落
民
一
人
に
暴
行
し
、
田
地
を
取
り
あ
げ
、
家
屋
を
破
壊
し
、

御
上
に
訴
訟
す
る
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
資
料

が
ほ
と
ん
ど
あ
り
、
ま
せ
ん
。

て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
か
わ
り
、
焼
か
れ
た
家
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
ｐ
，

⑨
⑩
に
つ
い
て
、

そ
れ
か
ら
、
宮
崎
、
大
分
で
は
、
「
屠
牛
反
対
」
に
し
て
一
摸
を

お
こ
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
り
ま
す
。

（
史
料
６
）
石
田
文
四
郎
編
『
新
聞
記
録
集
成
明
治
大
事
件
史
」

大
分
県
土
民
蜂
起
詳
報
（
明
治
六
年

一
月
十
八
日
、
東
京
日
日
新
聞
所
載
）

Ⅱ
中
津
出
張
中
ノ
小
倉
県
官
員
ヨ
リ
大

分
県
土
民
蜂
起
事
件
二
就
テ
ノ
報
告
Ⅱ

壬
申
十
二
月
一
日
一
一
一
時
頃
庄
内
谷
竹
臼
杵
佐
伯
其
外
近
在
所
々
ノ

人
民
大
数
一
一
一
一
一
万
動
揺
、
府
内
近
在
堀
切
卜
甲
所
ノ
元
稔
多
村
一
一

放
火
、
此
挙
動
ハ
屠
牛
ヲ
憤
怒
如
此
所
業
一
一
及
タ
ル
ベ
シ
。
此
筋
、

為
説
諭
罷
越
侯
間
宮
員
ヲ
竹
槍
ヲ
以
殺
傷
二
及
（
後
略
）

い
わ
ゆ
る
「
屠
牛
反
対
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
実

表
２
「
（
岡
山
県
）
北
条
県
下
暴
動
記
」
等
に
よ
る
岡
山
県
北
部
の
被
差
別
部
落
の
被
害
（
典
拠
に
記
入
の
な
い
も
の
は
同
史
料
に
よ
る
。
記
述
が
同
史

料
と
異
な
る
も
の
は
、
他
史
料
の
方
の
数
を
括
弧
に
入
れ
た
）

吉

野

英
田

久
米
南
条
郡

東
北
条
郡

西
々
条
郡

郡
名
一
部
落
名

郡｜郡

吉
原
村

桂’五｜土

院
庄
村

神
戸
村

寺
元
村

土
居
村

古
城
村 識

津
川
原
村

和
田
村

（
表
木
）

坪｜名｜居

村｜村｜村
一

一

詫

○ ○ ○’○ 

状
一
破
壊
（
戸
）
｜
焼
亡
一
負
傷
一
死
者

二
九
） 二1三二

一
七

（二七）｜小
一
○
二
－
 

四

三三J̄
 

Ⅱ 

二
五
Ｉ
 

（
染
吉
）

（
｜
）
 ｕ
に
つ
い
て
、

ろ
ま
き
か

次
に
、
岡
山
県
北
部
の
美
作
地
方
な
ん
で
｛
９
が
、
人
的
な
被
害
で

は
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
西
々
条
郡
に
発
し
た
一
摸
は
、
戸
長

・
部
落
・
学
校
等
を
放
火
・
破
壊
し
つ
つ
各
地
に
伝
播
し
、
一
部
は
津

山
市
中
に
突
入
を
図
り
ま
す
が
果
せ
ず
、
以
後
各
地
に
分
散
し
て
一

摸
へ
の
参
加
を
強
制
し
つ
つ
暴
動
を
拡
大
、
部
落
か
ら
詫
状
を
強
要

し
、
拒
否
し
た
村
は
放
火
・
殺
り
く
し
、
一
部
の
村
々
が
「
徴
兵
反
対
」

「
稜
多
是
迄
通
り
」
等
の
要
求
を
提
出
し
た
、
と
い
う
内
容
で
す
。

表
１
の
「
部
落
の
直
接
的
被
害
」
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
は
、
文

献
の
上
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
あ
と

で
岡
山
の
研
究
所
の
方
か
ら
報
告
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん

で
す
が
、
伝
承
等
に
よ
る
と
、
も
っ
と
増
え
ろ
と
思
う
ん
で
す
。

私
な
り
に
調
べ
ま
し
た
部
落
の
被
害
の
概
略
を
み
ま
す
と
、
次
の

表
２
よ
う
に
、
な
り
ま
す
。

ま
た
、
重
要
な
こ
と
は
、
数
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
殺
害
の
中

味
な
ん
で
す
。
史
料
の
７
で
す
が
、
宇
治
貞
蔵
と
い
う
持
高
一
一
石
五

斗
の
斬
罪
を
う
け
て
い
る
人
が
、
自
供
調
書
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

少
し
長
い
で
す
が
、
重
要
で
す
の
で
、
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

に
被
差
別
部
落
は
一
村
焼
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て

は
、
大
分
の
部
落
史
研
究
会
に
う
か
が
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
現
実
に

そ
う
い
っ
た
伝
承
が
残
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。

￣ 

○ 

し
‘
Ｅ
、
●
１
Ａ
←
』
●
■
ク
ロ
・
ケ
ー
汐
’
４
．
‐
●
‐
＆
Ｐ
】

￣ 

八

｝伝承

「
代
々
諸
記
録
」

．
■
 

『
岡
山
県
史
料
」

『
岡
山
県
史
料
』
四
九

『
岡
山
県
史
料
』
四
九

（
そ
の
他
の
）
典
拠

四
六
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勝

久
米
北
条
郡

勝
南
郡

真
島
郡

東
南
条
郡

（
史
料
７
）
「
岡
山
県
史
料
』
五
一

呼
出
明
治
六
年
八
月
二
十
日
美
作
国
東
北
条
郡
宇
野
村
農

清
蔵
長
男字
治
貞
蔵

二
十
四
年
二
月

被
殺
人
即
死
山
本
小
一
郎
母
つ
や
・
山
本
権
平
妻
し
も
・
山
本

方
発
意
致
し
候
哉
、
勝
北
郡
旧
稔
多
淳
川
原
村
之
者
共
稔
多
号

を
御
廃
止
之
後
従
前
の
身
分
を
忘
れ
て
予
て
不
礼
之
仕
向
不

少
、
依
て
右
村
人
家
放
火
可
及
乱
暴
趣
伝
承
致
し
居
候
内
、
最

早
右
村
人
家
燃
上
り
侯
。
付
て
は
稜
多
共
は
山
手
へ
逃
退
潜

居
罷
在
は
必
然
に
付
捜
し
出
し
可
打
懲
旨
、
是
又
誰
之
発
言
と

は
不
覚
申
喚
り
侯
折
柄
、
自
分
も
予
て
不
快
の
余
り
其
意
に
泥

み
同
村
川
田
嘉
平
治
申
合
せ
、
同
日
午
後
五
時
頃
よ
り
津
川
原

村
山
に
登
り
所
々
探
索
致
し
候
得
共
見
当
不
車
内
、
字
大
庭
と

申
所
に
て
夜
に
入
不
実
内
之
道
路
進
退
相
迫
り
、
且
は
前
日
よ

り
の
疲
相
廃
し
両
人
共
睡
眠
致
し
、
翌
二
十
九
日
払
暁
目
を

覚
し
立
退
掛
候
処
、
最
寄
巌
窟
に
潜
み
居
候
津
川
原
村
山
本
一

郎
並
同
人
母
つ
や
小
一
郎
兄
山
本
権
平
妻
し
も
同
人
女
は
っ
外

に
山
本
与
作
女
こ
む
め
右
五
人
を
見
当
り
可
取
押
と
立
向
ひ
候

処
、
逃
去
掛
け
侯
に
付
忽
然
殺
念
生
じ
矢
庭
に
右
を
投
げ
付
、

旧
藏
多
共
を
見
付
出
侯
間
加
勢
致
し
遁
す
間
敷
と
高
声
に
嘉
平

治
倶
に
相
喚
り
候
処
、
近
傍
に
居
合
侯
其
節
名
前
不
存
広
戸
村

大
谷
類
次
郎
小
島
伴
次
郎
井
上
良
吉
水
島
寅
平
駆
来
り
倶
々
頻

り
に
石
を
投
げ
居
候
内
、
迫
に
多
人
数
に
相
成
、
右
小
一
郎
並

外
四
人
共
頭
上
其
他
総
身
疵
所
出
来
出
血
致
し
小
一
郎
は
疵
受

候
儘
逃
去
、
「
つ
や
」
「
し
も
」
「
は
っ
」
「
こ
む
め
」
等
は
右
疵

の
為
め
打
倒
候
に
付
、
竹
槍
を
以
て
右
の
内
は
つ
の
横
腹
を
突

及
殺
害
、
次
に
こ
む
め
の
胸
先
を
同
様
突
立
候
得
共
、
其
節
絶

総 北（
※
伝
承
に
よ
っ
て
し
か
確
認
で
き
な
い
も
の
は
、
表
１
「
部
落
の
直
接
的
被
害
」
か
ら
は
除
い
た
。
）

郡

勝
加
茂
東
村

粟
井
中
村
ｉ
 

豊
久
田
村

真
加
部
村
Ｔ
 

穴
ケ
谷

飯
岡
村

久
世
村

本
郷
村
‐
 

大
久
保
村

中
管
村

日
上
村

計

鉤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（
未
遂
）

△
 

五
一
一
計
一
一
六
三
一
計
一

一一一

｜’ 

’一二ハ

全
戸

全
戸 四

一一

命
に
至
候
と
は
相
覚
不
申
侯
。
つ
や
、
し
も
は
党
類
の
内
に
て

追
々
突
殺
申
侯
。
前
書
逃
去
候
小
一
郎
は
同
所
よ
り
五
拾
間
計

り
下
り
侯
所
に
て
、
右
疵
の
苦
痛
堪
兼
候
哉
下
帯
を
樹
木
に
掛

け
縊
死
致
し
居
候
旨
、
同
類
の
者
よ
り
承
り
右
死
屍
は
見
不
届

申
候
事
。

一
、
同
日
致
帰
村
候
事
。

右
の
通
相
違
不
申
上
侯
。
以
上
。

明
治
六
年

字
治
貞
蔵

紛
擾
の
際
潜
匿
の
者
を
捜
索
し
之
を
殺
害
せ
ん
と
衆
を
坪
て
加
勢

を
乞
ひ
煽
動
し
て
死
に
致
す
。
賊
盗
律
兇
徒
聚
衆
条
人
を
殺
死
す

る
の
造
意
者
を
以
て
論
じ
、

斬
罪

こ
の
よ
う
に
、
夜
を
徹
し
て
、
家
を
焼
か
れ
て
逃
げ
ま
ど
う
被
差

別
部
落
の
人
々
を
わ
ざ
わ
ざ
捜
し
て
、
ほ
ら
穴
の
中
に
い
る
そ
の
人

た
ち
を
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
辺
り
一
帯
に
捜
索
の
手
が
の
び
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
つ
か

ま
え
て
き
て
、
河
原
に
つ
れ
出
し
て
、
平
素
温
順
で
、
エ
タ
の
慣
習

を
守
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
頭
に
紙
を
ま
き
つ
け
て
、
こ
れ
は
、

い
い
エ
タ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
釈
放
す
る
。
日
頃
か
ら
、
傲

慢
だ
と
さ
れ
た
入
は
、
そ
の
場
で
す
べ
て
虐
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
記
述
は
史
料
８
に
あ
り
ま
す
。

（
史
料
８
）
「
美
作
騒
擾
記
」
（
長
光
徳
和
「
備
前
・
備
中
・
美
作

権
平
女
は
つ
・
山
本
与
作
女
こ
む
め
此
四
人
疵
所
身
体
に
数
ヶ

所
あ
り
創
痕
詳
に
難
記

被
傷
目
縊
死
山
本
小
一
郎
此
疵
所
身
体
に
数
ケ
所
有
る
前
同

断一
、
自
分
儀
当
五
月
二
十
日
兇
徒
に
脅
誘
せ
ら
れ
竹
槍
を
携
へ
随

行
所
々
奔
走
、
翌
二
十
八
日
に
至
り
下
津
川
村
に
て
何
れ
の
村

「
Ｊ
ｊ
ｊ
０
Ａ
句
八
’
口
宇
も
』
■
‐
‐
’
千
一
’
孚
也
〃
■
Ｉ
Ｃ

計
一
八
一
『
岡
山
県
史
料
』
四
九

｝伝承（艀細訓脈鵬鵡倣醗畝黙け）

「
代
々
諸
記
録
」

「
代
々
諸
記
録
」

『
初
屋
文
書
』

「
同
右
」

「
郷
土
の
文
化
資
料
』
第
一
五
隻

「
三
保
村
史
資
料
集
」

鬘
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一
戸
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
計
算
方
法
を
し
て
い
る
わ

け
で
、
こ
れ
以
上
、
減
る
こ
と
は
な
い
が
、
増
え
る
こ
と
は
あ
る
わ

け
で
す
。
概
要
は
、
米
相
場
を
伝
え
る
煙
火
を
め
ぐ
る
嘉
麻
・
田
川

両
郡
の
農
民
に
よ
る
出
入
り
に
端
を
発
し
た
一
摸
が
、
福
岡
全
県
に

拡
大
し
、
各
地
で
正
副
戸
長
調
所
・
学
校
・
商
家
・
部
落
等
を
焼
段

し
つ
つ
、
｜
時
県
庁
を
占
拠
し
ま
す
が
、
官
員
の
必
死
の
反
撃
で
鎮

静
化
し
ま
す
。
要
求
は
「
年
貢
減
免
」
「
穣
多
従
来
通
り
」
等
と
ざ

静
化
し
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。

六
万
四
○
○
○
名
が
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
大
き
な

も
の
で
す
。
こ
の
一
摸
で
も
、
「
解
放
令
」
反
対
を
含
む
要
求
を
、

県
が
一
時
的
に
で
も
の
ん
で
い
ろ
と
い
う
状
況
が
ど
う
も
あ
る
よ
う

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
解
放
令
」
を
撤
回
し
た
一
摸
の
一
つ
に

入
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
の
被
害
状
況
に
関
し
て
は
、
既
に
、
松

崎
・
秀
村
両
先
生
は
じ
め
、
福
岡
の
部
落
史
研
究
会
の
方
々
に
よ
り

か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ま
だ
、
全
容
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

表
３
を
見
て
下
さ
い
。
福
岡
県
下
の
焼
失
家
屋
の
状
況
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
文
献
的
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
だ
け
で
す
。
も
っ
と
増
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ

け
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
岡
山
の
場
合
は
焼
か
れ
て
い
る
数
が
、
全

体
で
一
摸
に
つ
き
一
一
一
○
○
戸
ほ
ど
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
ケ

タ
が
違
う
ぐ
ら
い
焼
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
。

百
姓
一
摸
史
料
』
第
五
巻
、
二
一
一
七
頁

二
十
九
日
、
，
勝
北
郡
津
川
原
村
新
平
民
部
落
へ
多
人
数
押
寄
セ
タ

リ
。
是
ヨ
リ
先
、
同
部
落
民
ハ
既
―
―
此
事
ア
ル
ヲ
予
知
シ
、
刀
鎗

其
他
ノ
武
器
ヲ
用
意
シ
、
或
ハ
肥
桶
ヲ
黒
ク
塗
リ
テ
、
大
砲
ヲ
備

エ
付
ケ
タ
ル
ガ
如
ク
ニ
装
上
、
専
ラ
虚
勢
ヲ
張
り
、
敵
来
ラ
バ
何

時
タ
リ
ト
モ
戦
フ
ノ
意
ヲ
示
シ
ケ
レ
パ
、
去
ラ
ヌ
ダ
ニ
冗
奮
セ
ル

群
集
へ
一
増
殺
気
立
チ
、
荒
マ
ジ
キ
勢
ヲ
以
テ
押
進
ミ
ヶ
レ

ベ
新
平
民
等
、
初
メ
ノ
程
ハ
仲
々
手
強
ク
抵
抗
シ
タ
レ
ド
モ
、

多
勢
一
一
無
勢
、
到
底
叶
ハ
ズ
ト
ャ
覚
リ
ケ
ン
、
遂
一
一
同
族
中
ノ
富
豪

ニ
テ
、
巨
頭
ダ
ル
宰
務
半
之
丞
及
手
習
師
匠
朝
日
八
郎
〈
之
ハ
新

平
民
一
一
非
ズ
〉
松
原
治
一
一
一
郎
外
一
一
一
名
〈
氏
名
逸
ス
〉
ヲ
シ
テ
屈
服

陳
謝
セ
シ
ム
。
群
集
へ
之
ヲ
加
茂
川
ノ
辺
ナ
ル
火
葬
場
ノ
傍
ナ

ル
一
陣
ノ
内
一
一
押
入
し
、
最
初
一
一
半
ノ
丞
ヲ
牽
出
シ
、
之
ヲ
水
溜

ノ
中
二
突
落
シ
、
悲
鳴
ヲ
拳
グ
ル
ヲ
用
捨
ナ
ク
、
鏡
一
一
テ
芋
刺
一
一

串
貫
キ
、
且
シ
、
石
ヲ
役
ゲ
付
ケ
テ
之
ヲ
殺
シ
タ
リ
。
夫
ヨ
リ
順

次
一
一
、
同
一
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
五
人
ヲ
殺
シ
、
最
後
の
六
人
目
ナ
ル

松
田
治
一
一
一
郎
二
至
ル
ャ
、
隙
ヲ
見
テ
逃
走
セ
ン
ト
シ
、
今
一
歩
一
一

テ
加
茂
川
一
一
飛
ピ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
所
ロ
ヲ
、
後
ロ
ョ
リ
右
ヲ
郷

あ
き
た

チ
、
之
ヲ
惨
殺
セ
リ
。
猛
り
切
ツ
タ
ル
群
集
ハ
、
猶
之
レ
ニ
嫌
ラ

ズ
、
同
部
落
民
ノ
家
二
火
ヲ
放
チ
、
半
之
丞
ノ
居
宅
並
一
一
土
蔵
一
一
一

棟
、
納
屋
一
棟
ヲ
焼
キ
払
ヒ
タ
ル
ヲ
手
初
〆
一
一
、
火
ハ
次
第
一
一
次

ギ
カ
ラ
次
ギ
ヘ
ト
焼
キ
移
り
、
遂
二
、
全
部
落
百
余
戸
ヲ
灰
儘
二

釘

帰
セ
シ
メ
、
又
タ
、
悲
鳴
ヲ
拳
ゲ
テ
逃
ゲ
迷
う
、
老
少
婦
女
ヲ
補

ヘ
テ
、
脊
一
一
藁
束
ヲ
緯
シ
、
之
二
火
ヲ
放
チ
テ
焼
死
セ
シ
ム
ル
ナ

ゾ
、
頗
ル
惨
虐
ヲ
極
メ
タ
リ
。
此
時
、
即
死
十
八
人
、
内
男
十
一

人
、
女
七
人
。

現
地
に
行
き
ま
す
と
、
こ
の
と
き
の
一
摸
に
は
二
つ
の
通
称
が
あ

り
ま
す
。
一
つ
は
、
「
強
訴
」
と
い
い
ま
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
エ

ッ
タ
狩
り
」
と
い
う
呼
び
方
で
す
。
部
落
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら

お
い
た
て
て
、
つ
か
ま
え
て
虐
殺
す
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
「
エ
ッ
タ

狩
り
」
と
い
う
呼
び
方
が
最
も
適
切
で
す
。
こ
れ
が
、
こ
の
美
作
一

摸
の
惨
状
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
記
述
が
先
程
の
馬
原
さ
ん
の

「
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
の
中
て
は
削
ら
れ
て
い
ろ
と
い
う

こ
と
で
す
。

⑫
に
つ
い
て
、

そ
れ
か
ら
、
次
に
、
福
岡
県
の
一
摸
で
す
。
こ
れ
は
、
先
程
の
岡

山
県
の
一
摸
が
人
的
被
害
が
大
変
は
な
は
だ
し
か
っ
た
わ
け
で
す

が
、
福
岡
の
場
合
は
、
焼
失
し
た
家
屋
が
大
変
に
多
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
こ
に
は
、
五
五
○
か
ら
二
○
○
○
戸
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

え
ら
く
隔
り
が
あ
り
ま
す
が
、
最
低
に
見
て
五
五
○
戸
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
「
全
戸
焼
失
し
た
」
と
い
う
場
合
、
｜
戸
か
も
、
十

戸
か
も
一
○
○
戸
か
も
し
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
、
一
○
○
だ

と
推
定
し
て
合
計
す
る
と
あ
と
で
文
句
が
で
ろ
と
思
い
ま
す
の
で
、

⑬
に
つ
い
て
、

次
に
、
香
川
県
の
場
合
で
す
が
、
概
要
は
、
三
野
郡
に
発
し
た
一

摸
が
、
各
地
で
農
民
を
参
加
強
制
し
つ
つ
、
区
戸
長
事
務
所
・
学
校

・
部
落
等
を
焼
段
し
て
丸
亀
・
高
松
方
面
に
む
か
い
、
武
力
で
鎮

圧
さ
れ
ま
す
。
徴
兵
・
屠
牛
反
対
等
が
主
因
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
要

求
書
を
提
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
表
１
に
書
い
た
以
外
に
部
落
の
被
害

に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

⑭
⑱
伽
に
つ
い
て
、

次
に
広
島
県
に
は
、
辿
、
賂
、
Ⅳ
と
あ
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ

屠
牛
場
焼
穀
、
二
○
戸
破
壊
、
こ
の
程
度
し
か
部
落
の
被
害
は
わ
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。

旧
に
つ
い
て
、

そ
れ
か
ら
京
都
、
こ
れ
は
ま
だ
不
明
で
す
。

旧
に
つ
い
て
、

熊
本
で
は
、
部
落
の
直
接
的
被
害
と
し
て
屠
牛
場
一
カ
所
焼
失
、

皮
革
所
一
カ
所
焼
段
、
｜
部
落
に
発
砲
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

大
ま
か
な
こ
の
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
地
域
的
な
拡
が
り
に
つ

い
て
は
、
地
図
と
し
て
図
１
を
掲
げ
て
お
き
ま
す
。

〃
■
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表
３
明
治
六
年
福
岡
県
一
摸
に
よ
る
部
落
の
被
害

以
上
、
十
八
件
で
す
が
、
こ
れ
は
こ
の
一
年
く
ら
い
、
私
が
、
色

々
と
文
献
を
あ
た
っ
て
見
い
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
Ｐ
さ
ら

に
、
各
地
で
地
域
に
密
着
し
た
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
、
更
に
、

数
も
増
え
る
で
し
ょ
う
し
、
被
害
も
更
に
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

今
日
の
報
告
を
通
じ
て
、
各
地
の
研
究
を
更
に
進
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

図
１
に
よ
り
ま
す
と
、
だ
い
た
い
京
都
か
ら
西
に
集
中
し
て
い
ま

す
。
た
だ
唯
一
例
外
と
し
て
は
佐
渡
に
動
揺
が
あ
り
ま
す
が
へ
ほ
ぼ

西
日
本
全
県
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
な
い
県
の
方
が

少
い
と
思
い
ま
す
。

部
落
の
被
害
で
す
が
、
「
解
放
令
」
を
撤
回
し
た
県
と
し
て
は
、

一
時
的
で
あ
れ
、
生
野
県
、
津
山
県
、
真
島
県
、
福
岡
県
と
四
つ
の

県
が
撤
回
し
て
い
ろ
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

面
接
的
被
害
で
す
が
、
先
程
の
一
部
落
一
戸
と
し
て
考
え
た
場

合
、
一
○
二
四
戸
が
、
焼
か
れ
た
り
こ
わ
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

死
傷
者
は
、
四
四
名
に
の
ぼ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
事
態
が
、
部
落
史
の
叙
述
か
ら
、
ま
し
て
や
、
歴
史
的

事
実
全
般
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
、
大
き
な

問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。

早
良
郡

怡
土
郡

志
摩
郡

夜
須
郡

那
珂
郡

六
、
被
害
状
況
の
ま
と
め

橋
本

西
脇

四
ケ

脇
山
村

西
独
山
村

千
里
村

堀
口
村

辻
村

依
井
村

野

北

熊技谷技
崎郷村郷村村村村

数
十
戸

数
か
所
以
上

不
明

不
明

不
明

三
九
○
戸

約
一
○
○
戸

不
明

四
戸
以
上

全
戸

副
一
群
奴
圭
已

焼焼焼焼

焼
失

焼
失

焼
失

焼
失

焼
失

焼
失 （
史
料
に
よ
り
確
定
で
き
る
村
名
に
限
定
）

失失失失

次
に
、
各
騒
擾
に
見
え
る
農
民
の
意
識
状
況
で
す
が
、
時
間
の
関

係
上
、
か
な
り
割
愛
し
て
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
つ
は
、
何
故
、
農
民
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
ま
ず
、
部
落
が
傲
慢
に
な
っ
た
、
そ
の
事
態
を
何
と

か
た
た
き
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
岡
山
で
あ

る
被
害
を
う
け
た
被
差
別
部
落
の
き
き
と
り
を
や
っ
た
ん
で
す
が
、

「
何
故
襲
撃
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
学
者
先
生
は
色
々
と
教

え
て
く
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
は
信
用
し
て
い
ま
せ
ん
」
。
何
故
か
と
問

う
と
、
「
解
放
令
以
降
、
そ
れ
ま
で
、
道
で
農
民
に
あ
っ
た
ら
土
下

座
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
そ
れ
を
胸
を
は
っ
て
歩
い

た
、
そ
の
こ
と
な
ん
で
す
。
店
で
お
金
を
渡
す
時
は
、
ザ
ル
か
何
か

に
入
れ
て
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
そ
れ
を
や
め
ろ
。

よ
ろ
こ
ん
で
、
庄
屋
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
腰
か
け
て
話
を
す

る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
反
感
だ
と
私
は
と
ら
え
て
い
ま

す
」
と
、
い
う
の
が
生
の
声
で
す
。

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
襲
撃
し
た
方
の
話
し
も
聞
き
ま
し
た
。

何
故
や
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
地
方
の
史
実
の
研
究
を
さ

れ
て
い
る
方
で
す
が
、
「
よ
そ
で
は
、
絶
対
し
ゃ
べ
ら
な
い
で
下
さ

（
室
い

い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
「
エ
ッ
タ
の
や
つ
が
、
圭
一
や

七
、
各
騒
擾
に
み
え
る
農
民
の
意
識
状
況

秀
村
選
三
「
被
差
別
部
落
焼
打
に
関
す
る
一
史
料
」

（
『
部
落
解
放
史
ふ
く
お
か
』
第
五
号
）

『
大
政
類
典
』
第
二
編
第
一
五
○
巻
一
○

局
右

同
右

同
右

同
右

『
農
民
蜂
起
霊
』

『
棋
屋
文
書
」
四
八
五
号

「
福
岡
県
党
民
秘
録
」

「
明
治
癸
酉
筑
前
一
侯
党
民
竹
槍
史
談
」

「
明
治
癸
酉
筑
前
一
撲
党
民
竹
槍
史
談
」
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す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
っ
た
か
た
ち
で
一
摸
が
起
こ
り
な
が
ら
、

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
と
い
う
の
は
、
本
来
な
か
っ
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
、
何
か
の
間
違
い
で
あ
る
、
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
と
、

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
を
過
小
評
価
し
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

１
、
歎
願
書
に
「
積
多
云
々
」
の
項
目
が
な
い
と
い
う
説

そ
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
歎
願
書
の
中
に
「
エ
タ
云
々
」
の

一
項
目
が
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

に
つ
き
ま
し
て
、
次
の
史
料
を
見
て
下
さ
い
。

（
史
料
９
）
『
大
川
村
資
料
」
第
二
、
七
一
一
一
頁

（
蕨
）

｜
、
伊
勢
活
不
参
御
詮
義
之
亭

一
、
同
所
よ
り
暦
不
参
候
一
一
付
神
祭
難
渋
明
方
不
分
諸
作
物
種

蒔
ま
さ
る
等
入
用
届
候
て
も
不
相
分
事

一
、
議
多
平
民
一
一
相
成
不
帰
服
之
事

一
、
近
来
御
触
度
々
相
更
り
地
下
役
共
難
渋
之
事

一
、
十
八
歳
よ
り
弐
拾
歳
迄
之
者
届
出
之
事

一
、
米
穀
旧
相
場
二
御
引
戻
之
事

一
、
戸
税
之
事

「
旧
殿
様
御
帰
り
一
一
相
成
候
様
有
度
事

、

八
、
い
く
つ
か
の
旧
説
へ
の
反
論
￣￣ 

、、

￣￣－－－－ 

、、、、、

旧
知
事
様
御
帰
国
ノ
事
。

伝
信
機
被
廃
度
事
。

他
県
ヨ
リ
ノ
官
員
被
相
止
度
事
。

士
族
卒
被
立
置
度
事
。

旧
知
事
様
黒
田
播
磨
外
二
名
ニ
テ
政
事
御
取
扱

一
一
相
成
候
様
有
之
度
事
。

地
券
状
井
一
筆
限
り
帳
御
取
消
ノ
事
。

散
髪
御
廃
止
ノ
事
。

－－－－－ 

／ 
』‘

－－￣￣ 

一
、
穣
多
平
民
区
別
ノ
事
。

又
一
説

一
、
七
ヶ
年
之
間
半
税
一
一
被
抑
付
度
事
。

■
０
０
Ｇ
０
ｇ
０
０
０
Ｃ
Ｑ
０
０
０
０
０
０
０
０
●
Ｏ
０
Ｄ
■
●
●
０
０
０
０
６
●
０
６
Ｇ
Ｏ
Ｄ
●
０
０
０
６
０
０
．
０
●
●
Ｃ
Ｑ
●
●
□
６
９
０
０
０
０
６
０
６
６
６
０
０
０
●
０
●
０
０
０
０
Ｑ
６
６
０
０
０
０
０
０
Ｂ
０
０
０
０
Ｄ
６
０
０
●
０
．
．
０
。

一
、
夷
人
渡
来
不
帰
服
之
事

一
、
神
葬
祭
右
同
断

右
村
一
一
寄
仏
祭
も
有
之
候
事

こ
れ
は
、
表
１
の
②
に
関
す
る
新
史
料
で
す
が
、
や
は
り
「
穂
多

云
々
」
の
入
っ
て
い
る
も
の
が
、
新
た
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
次
の
史
料
を
見
て
下
さ
い
。
福
岡
県
の
「
福
岡
県
党
民
秘

録
」
の
中
に
、
ど
う
見
て
も
部
落
に
関
す
る
嘆
願
の
内
容
が
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
嘆
願
書
の
中

味
な
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
原
物
を
み
て
お
ど
ろ
い
た
ん
で
す
。
現
物
は
下
段

の
史
料
な
ん
で
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
、
真
中
の
、
点
線
の
中
の
四

つ
が
そ
う
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
切
ら
れ
て
く
っ
つ
い
て
い
る
ん
で

す
。
そ
の
四
つ
の
要
求
の
中
に
、
二
、
稔
多
平
民
区
別
の
事
」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
現
物
を
み
ろ
と
、
き
っ
ち
り
と
「
解
放
令
」

反
対
の
嘆
願
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
か
た
ち
で
、
か
な
り
埋
も
れ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
か
ら
、
こ
の
当
時
の
一
摸
の
要
求
そ
の
も
の
が
、
全
体
的
に
見

て
非
常
に
不
備
で
す
。
様
々
な
要
求
を
列
挙
し
て
あ
る
わ
け
で
す

が
、
あ
れ
も
あ
る
、
こ
れ
も
あ
る
と
か
き
あ
げ
て
い
る
も
の
の
中
に
、

た
ま
た
ま
部
落
問
題
に
関
す
る
も
の
が
、
ぬ
け
お
ち
る
場
合
も
あ
り

ま
す
し
、
こ
れ
は
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
全
般
的
性
格
の
問
題
と

な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
表
１
の
⑬
の
よ
う
に
、
要
求
に
か
か
げ
て
な

－－ 

、、

－－－－‐￣￣ 

、、、、、、

（
「
公
文
録
』
よ
り
）

旧
知
事
様
御
帰
国
之
事
。

伝
信
機
被
廃
度
事
。

他
県
ヨ
リ
之
官
員
被
相
止
度
事
。

新
暦
被
廃
旧
暦
一
一
被
復
度
事
。

士
族
卒
被
立
置
度
事
。

旧
知
事
様
黒
田
播
磨
外
一
一
名
ニ
テ
政
事
御
取
扱
一
一
相

成
候
様
有
之
度
事
。

地
券
状
井
一
筆
限
り
帳
御
取
消
之
事
。

散
髪
御
廃
之
事
。

■一
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い
か
ら
と
い
っ
て
、
部
落
に
た
い
す
ろ
襲
撃
が
な
か
っ
た
と
は
言
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
、
部
落
を
襲
撃
し
て
い
な
い
と
い
う
説

そ
れ
か
ら
、
部
落
を
襲
撃
し
て
い
な
い
一
摸
が
あ
る
と
い
う
説
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
と
い

い
ま
す
の
は
、
例
え
ば
、
表
１
の
⑪
、
兵
庫
県
の
一
摸
な
ん
で
す

が
、
こ
れ
は
確
か
に
部
落
は
襲
撃
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
解

放
令
」
を
撤
回
さ
せ
て
い
る
ん
で
す
。
或
い
は
、
そ
の
周
辺
で
被
差

別
部
落
の
人
々
が
、
震
え
て
そ
れ
を
見
て
い
た
と
い
う
光
景
が
先
程

の
史
料
の
中
に
出
て
さ
た
と
思
い
ま
す
。

い
っ
た
い
、
権
力
に
対
し
て
「
解
放
令
」
に
反
対
す
る
こ
と
と
、

部
落
に
対
し
て
、
「
お
前
た
ち
は
、
今
ま
で
傲
慢
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
そ
の
態
度
を
改
め
ろ
」
と
暴
力
で
強
制
す
る
こ
と
と
、
ど
れ
だ

け
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
差
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
政

治
的
な
中
味
と
し
て
見
れ
ば
、
被
差
別
部
落
の
人
達
を
直
接
に
屈
伏

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
、
権
力
を
通
じ
て
屈
伏
さ
せ
る
こ
と
と
は
、

政
治
的
な
内
容
と
し
て
は
全
く
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
の
点
を
見
逃
し

て
、
一
部
は
権
力
に
対
す
る
闘
い
だ
か
ら
、
す
ば
ら
し
い
ん
で
あ
っ

て
、
中
に
部
落
問
題
が
入
っ
て
い
て
も
大
し
た
問
題
で
は
な
い
、
と

い
う
の
は
ど
う
も
間
違
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
右
翼
と
い
え
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
権
力
に
対
し

て
闘
う
わ
け
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
中
味
で
闘
う
の
か
と
い
う
事
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
権
力
に
対
す
る
闘
い

の
中
で
、
現
実
に
自
分
た
ち
が
目
標
と
す
る
世
界
を
実
現
さ
せ
よ
う

と
す
る
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
行
動
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

最
初
に
大
規
模
な
部
落
襲
撃
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
表
１
の
六
番

目
の
も
の
な
ん
で
す
。
何
故
こ
こ
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
言
え

ば
、
こ
れ
は
三
重
県
の
飛
地
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ど
う
い

う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
一
一
重
県
の
飛
地
で
す
か
ら
、
「
解
放

令
」
が
伝
わ
る
の
が
、
明
治
四
年
の
十
一
月
頃
ま
で
遅
れ
る
ん
で
す
。

こ
れ
に
、
反
対
し
よ
う
と
思
え
ば
、
三
重
県
ま
で
農
民
は
の
こ
の
こ

ま
た
出
か
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な

こ
と
を
や
っ
て
る
内
に
目
の
前
で
部
落
の
人
達
は
〃
傲
慢
〃
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
た
た
き
つ
ぶ
せ
と
い
う
こ
と
か
ら
実
力

行
使
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
か
た
ち
で
、
権
力
に
対
す

る
闘
い
よ
り
も
、
眼
前
に
い
る
部
落
の
方
を
、
こ
れ
を
や
る
方
が
て

っ
と
り
早
い
と
い
う
場
合
、
直
接
行
動
と
い
う
か
た
ち
で
進
ん
で
い

く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
部
落
を
襲
撃
し
て
い
ろ
、
し
て
い
な
い
、

で
こ
の
一
摸
を
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
権
力
に
対
し
て
そ
の
よ
う

な
要
求
を
か
か
げ
た
と
い
う
こ
と
自
身
問
題
で
す
し
、
こ
れ
が
、
状

況
に
応
じ
て
、
部
落
襲
撃
と
し
て
現
わ
れ
た
り
、
或
い
は
、
権
力
に

対
す
る
一
摸
と
し
て
訴
え
ろ
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

３
、
部
落
民
が
一
摸
に
参
加
し
て
い
ろ
と
い
う
説

そ
れ
か
ら
、
部
落
民
が
現
実
に
一
摸
に
参
加
し
て
い
ろ
で
は
な
い

問
題
な
ん
で
す
。
「
解
放
令
」
反
対
を
掲
げ
て
権
力
と
闘
っ
た
と
い

う
そ
の
当
時
の
状
況
を
無
視
し
て
、
権
力
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
部

落
問
題
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
の
議
論
が
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
馬
原
さ
ん
な
ん
か
は
、
権
力
と
闘
っ
て
い
く

と
、
農
民
は
、
自
然
に
部
落
問
題
を
忘
れ
て
、
年
貢
と
か
他
の
問
題

に
向
か
い
、
闘
う
中
で
、
農
民
は
部
落
に
た
い
す
ろ
差
別
意
識
を
克

服
す
る
だ
ろ
う
と
簡
単
に
考
え
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
右
翼
が
権

力
に
対
し
て
闘
っ
て
い
く
と
、
そ
の
う
ち
左
翼
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
絶
対
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
の
要
求
の
中
味
の
点
に
あ

る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
何
故
、
権
力
に
対
し
て
直
接
向
か
っ
て
い
く

一
摸
と
、
部
落
に
直
接
向
か
う
一
侯
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
け
れ
ど
も
、
「
解
放
令
」
が
出
さ
れ
た
直
後
は
、
未
だ
「
解
放
令
」

を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま

り
、
ま
だ
布
告
が
出
さ
れ
て
時
間
の
経
っ
て
い
な
い
段
階
な
ん
で
す
。

今
反
対
す
れ
ば
撤
回
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
状
況
な
ん
で

す
。
で
す
か
ら
こ
の
当
時
起
こ
り
ま
し
た
大
き
な
一
摸
、
兵
庫
県
の

一
摸
、
或
い
は
高
知
県
の
一
摸
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
部
落
を
襲
撃
し

て
い
ま
せ
ん
。
部
落
が
〃
増
長
〃
す
る
前
に
、
或
い
は
〃
増
長
〃
が

始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
早
く
権
力
に
要
求
し
て
「
解
放
令
」
を
撤
回

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
の
五
年
、
六
年
頃

に
な
り
ま
す
と
、
も
う
権
力
が
簡
単
に
撤
回
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
は
充
分
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
部
落
が
一
体
ど
こ
で
参
加
し
た
の
か
と

い
う
こ
と
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
あ
た
り
の
こ

と
を
主
張
さ
れ
る
人
は
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
が
、
た

と
え
、
参
加
し
て
い
た
と
し
て
も
、
表
１
の
⑪
の
場
合
は
、
部
落
の

人
達
を
一
摸
の
先
頭
に
立
て
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
解

放
令
」
に
反
対
し
て
、
今
ま
で
農
民
に
対
し
て
傲
慢
で
あ
っ
た
こ
と

を
詫
び
る
意
味
か
ら
も
、
一
撲
の
先
頭
に
立
て
と
要
求
し
て
い
ろ
わ

け
で
す
。
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
先
程
の
津
川
原
の
人
々
は
襲

撃
さ
れ
て
殺
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
福
岡
の
場
合
も
、
辻
村
及
び

豊
臣
の
部
落
、
四
’
五
○
○
戸
が
焼
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
も
一
侯
の
先
頭
に
立
つ
こ
と
を
拒
否
し
た
か
ら
だ
と
い
う
伝
承
が

残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
当
時
の
新
制
反
対
一
摸
に
共
通
し
て
言
え
る
わ

け
で
す
が
、
ど
う
も
一
摸
の
目
的
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

と
い
う
人
々
を
も
無
理
や
り
に
動
員
す
る
強
制
力
が
も
の
す
ご
く
強

化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
竹
槍
を
も
ち
だ
し
て
脅
か
す
だ
け
で
な

く
、
一
侯
に
参
加
し
な
け
れ
ば
、
部
落
の
み
な
ら
ず
、
｜
般
の
農
民

の
家
も
焼
か
れ
る
わ
け
で
す
。
大
体
に
、
近
世
の
一
摸
が
そ
う
な
ん

で
す
が
、
と
り
わ
け
て
、
こ
の
時
期
の
新
制
反
対
一
摸
と
い
わ
れ
る

も
の
は
、
村
落
規
制
が
厳
し
く
な
り
ま
し
て
、
あ
る
も
の
は
、
鉄
砲

で
も
っ
て
一
摸
に
参
加
さ
せ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
一
摸
の
最

糞
｡ 
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中
に
は
、
そ
こ
が
部
落
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
遠
く
の
人
が

参
加
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
あ
そ
こ
に
村
が
あ
る
か
ら
あ
そ
こ
も

動
員
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
る
時
に
、
部
落
が
入
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
部
落
の

人
達
が
何
故
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
参
加
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
明
確
に
検
討
し
な
い
か
ぎ
り
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
は
存
在
し

な
い
と
か
、
何
か
の
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
議
論
は
で
き
な
い
わ

け
で
す
。

４
、
指
導
者
責
任
論

そ
れ
か
ら
、
次
に
、
指
導
者
責
任
論
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
士
族
や
富
農
な
ど
が
指
導
し
た
か
ら
部
落
襲
撃
が
お
こ
な
わ

れ
た
の
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
士
族
も
こ
の
時
期
の

一
摸
に
は
少
な
か
ら
ず
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
今
ま
で
調
べ

ま
し
た
限
り
で
は
、
指
導
者
の
中
に
、
か
な
り
の
貧
農
が
入
っ
て
い

ま
す
。
決
し
て
、
富
農
や
士
族
が
指
導
し
た
か
ら
だ
と
は
言
い
切
れ

ま
せ
ん
。
特
に
、
表
１
の
、
な
ど
は
、
指
導
者
層
は
一
石
か
ら
五
石

で
す
。
ま
た
、
史
料
７
に
出
て
き
ま
し
た
宇
治
貞
蔵
、
夜
を
徹
し
て

部
落
の
人
々
を
捜
し
出
し
て
虐
殺
し
た
男
で
す
が
、
彼
は
持
高
が
二

石
斗
の
貧
農
で
す
。
こ
う
し
た
抑
圧
さ
れ
た
人
々
が
差
別
に
の
め
り

込
ん
で
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
な
く
、
指
導
者
に
す
べ

て
の
責
任
を
負
い
か
ぶ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
「
指
導
者

責
任
論
」
の
本
質
が
あ
り
ま
す
。

非
常
に
弱
い
地
域
だ
っ
た
ん
で
す
。
青
森
に
は
こ
う
い
う
資
料
も
あ

り
ま
す
。

（
史
料
、
）
『
松
野
家
記
Ｉ
控
の
覚
下
」

明
治
四
年
一
○
月
、
此
頃
、
長
助
支
配
之
者
、
不
残
平
民
に

成
。
併
、
渡
世
難
成
旨
に
て
に
困
窮
す
。

つ
ま
り
、
東
北
、
関
東
の
方
で
は
、
下
級
警
吏
へ
の
依
存
度
が
非
常

に
高
く
て
、
逆
に
皮
革
だ
と
か
農
業
の
基
盤
が
非
常
に
弱
い
わ
け
で

す
。
そ
の
た
め
に
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
下
級
警
吏
の
仕
事
が
切
ら

れ
ろ
と
、
大
変
困
っ
た
わ
け
で
す
。

次
は
、
埼
玉
の
「
諸
井
家
文
書
」
で
す
。

（
史
料
、
）
「
諸
井
家
文
書
」

（
明
治
四
年
九
月
）
廿
二
日
猶
伺
出
侯
得
ば
、
御
県
よ
り
御
布

令
区
―
―
て
当
惑
致
杯
、
或
は
岡
村
肝
煎
心
得
違
不
取
計
之
旨
ヲ
申

合
差
出
侯
書
面
御
県
御
出
役
様
へ
内
々
奉
御
披
見
候
処
、
名
目
は

元
穂
多
と
可
相
唱
と
御
下
知
相
成
候
間
、
其
外
之
儀
は
是
迄
之
通

り
身
分
職
業
共
相
勤
候
て
も
差
支
無
之
、
不
承
知
｝
一
侯
ハ
ム
其
方

共
よ
り

御
県
へ
可
奉
伺
と
被
申
聞
、
左
二
侯
て
は
従
大
政
御
官
之
御
布
令

一
一
相
振
候
て
は
奉
恐
入
侯
問
、
再
応
掛
合
侯
得
共
、
町
内
百
姓
千

わ
ず
か

参
人
之
者
、
難
渋
為
致
、
其
方
共
繕
二
四
拾
参
人
之
者
共
引
立
候

儀
不
相
成
旨
被
申
聞
侯
得
共
（
後
略
）

「
我
々
を
平
民
同
様
に
し
て
欲
し
い
」
と
部
落
の
側
が
要
求
し
ま

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
主
張
は
、
労
働
者
を
含
め
て
、
民
衆

が
部
落
差
別
（
意
識
）
を
も
つ
こ
と
な
ど
な
い
と
い
う
議
論
と
関
連

し
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
観
点
か
ら
は
、
中
下
層
民
衆
が

部
落
問
題
に
対
し
て
主
体
的
に
関
わ
る
と
い
う
観
点
を
欠
落
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

一
連
の
騒
擾
は
、
被
差
別
部
落
の
新
し
い
行
動
（
平
民
と
し
て
の

振
舞
い
、
糾
弾
、
屠
牛
等
）
へ
の
反
応
か
ら
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
賎
民
制
廃
止
令
（
「
解
放
令
」
）
反
対
一
摸
で
な
く
部
落

解
放
反
対
騒
擾
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
被
差
別
部
落
の
実
質
的
解
放
を
求
め
る
新
し
い
行
動

が
な
い
と
こ
ろ
で
は
一
摸
は
起
こ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
は
「
解
放
令
」
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
こ
と
で
は
な
く

て
、
被
差
別
部
落
大
衆
の
新
し
い
行
動
Ⅱ
解
放
行
動
へ
の
リ
ア
ク
シ

ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
を
抑
止
し
よ
う
、
た
た
き
つ
ぶ
そ
う
と
す
る
一

摸
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ

れ
は
、
本
当
の
意
味
で
は
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
で
は
な
く
て
、
部

落
解
放
反
対
騒
擾
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。

京
都
以
西
で
発
生
し
た
理
由
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
、
中
部
以
西

で
は
、
部
落
の
基
盤
が
非
常
に
弱
い
、
経
済
的
、
人
口
的
に
見
て
も

す
と
、
農
民
の
側
は
、
「
我
々
は
一
○
○
○
人
余
お
る
。
お
前
ら
は

四
三
人
ば
か
り
だ
。
そ
の
四
一
一
一
人
の
た
め
に
一
○
○
○
人
を
犠
牲
に

す
る
わ
け
に
は
い
か
ん
」
と
い
う
こ
と
で
軽
く
要
求
を
け
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
圧
倒
的
な
人
数
の
上
で
の
力
関
係
に
押
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
こ
れ
は
、
長
野
の
資
料
で
す
。

（
史
料
田
）
塩
崎
区
所
蔵
「
推
綴
二
」

乍
恐
以
書
附
御
繕
願
仕
候

（
四
年
）

｜
去
未
ノ
十
一
一
月
、
我
々
共
平
民
二
被
成
下
候
様
抑
被
下
、
一
統

難
有
御
請
申
上
侯
、
然
ル
処
、
是
迄
御
用
向
相
勤
、
其
役
料
と
し

て
夏
秋
収
納
ト
し
て
籾
取
集
来
候
処
、
当
年
は
其
儀
不
相
成
、
壱

統
之
も
の
共
扶
食
二
差
支
、
必
至
と
難
行
□
、
極
々
困
窮
一
一
陥
り

候
故
、
堤
敷
開
之
、
矢
代
渡
舟
場
下
・
小
柳
直
々
場
所
境
迄
被
下

置
候
様
鎚
願
上
侯
、
左
候
得
ハ
、
粟
・
稗
等
植
附
、
壱
統
之
も
の

共
難
渋
相
凌
、
其
内
開
発
仕
度
候
間
、
御
一
同
之
御
役
人
中
様
之

御
憐
慰
、
前
顕
之
趣
聞
召
被
分
、
幾
重
一
一
も
御
慈
悲
之
御
意
奉
仰

侯
、
以
上

明
治
五
年

当
所
平
民

五
目
日

和
蔵

（
以
下
一
八
名
略
）

こ
れ
も
「
解
放
令
」
以
降
、
困
っ
て
い
る
の
で
な
ん
と
か
生
活
の
道

九
、
ま
と
め










